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住宅型有料老人ホーム 森の明 管理規程 

 

（事業の目的） 

第 1 条 拓興業株式会社が開設する住宅型有料老人ホーム森の明（以下「事業者」という。）

が行う住宅型有料老人ホーム（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、

人員及び管理運営に関する事項を定め、円滑な運営を図ることを目的とします。 

 

（運営の方針） 

第 2 条 事業の実施に当たっては、入居者が可能な限りその有する能力に応じて、自立し

た生活を営むことができるようにします。 

2 入居者がゆったり落ち着いた自由な安定した生活ができるように努めます。 

3 入居者またはその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明

します。 

 

（事業者の名称及び所在地等） 

第 3 条 事業者の名称及び所在地は、次のとおりとします。 

一 名 称 住宅型有料老人ホーム 森の明 

二 所在地 青森県五所川原市大字松野木字花笠 95 番地 2 

 

（入居人員及び居室数） 

第 4 条 事業者の入居定員及び居室数は、次のとおりとします。 

一 入居定員 37 人 

二 居室数  36 室 

 

（従業者の職種、員数及び勤務内容） 

第 5 条 職員の職種、員数及び勤務の内容は、重要事項説明書「5.職員体制」のとおりとし、

利用者の自立の支援及び日常生活の充実のための全般にわたる援助を行います。 

2 事業のサービスが円滑に入居者に対し、提供することができるように勤務体制を確保し

ます。 

3 従業者の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活が送れるよう継続

性を重視したサービスの提供に配慮します。 

4 従業者の資質の向上のために、その研修の確保に努めます。 
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（内容及び手続の説明及び同意） 

第 6 条 当事業の提供の開始にあたり、あらかじめ入居申込者及びその家族に対し、当管

理規程の概要及び重要事項等についての文書を交付して説明を行い、提供開始にあたり、

入居申込者の同意を得なければならないこととします。 

 

（入退所） 

第 7 条 入居対象者は、おおむね 65 歳以上の高齢者であり、多人数による共同生活を営む

ことに支障のない者とします。 

2 入居申込者が、入院治療を要する者等の入居が困難であると認めた場合は、適切な他の

介護保険施設、病院または診療所を紹介する等の措置を速やかに講じます。 

3 入居者の退所に際しては、入居者及びその家族の希望により相談に応じます。 

4 入居者の退所に際しては、入居者及びその家族の希望に対して居宅介護支援事業所等へ

の情報の提供及び保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業者との密接な連絡

調整に努めます。 

 

（サービスの内容） 

第 8 条 入居者に対して、次のサービス項目に基づき、サービスを提供します。 

一 食事への誘導、その他の日常生活上の見守り。 

二 行政機関に関する手続きの代行、その他社会生活上の便宣の提供。 

三 必要に応じて医療機関への受診の手配。 

四 生活相談 

2 各関係機関との密接な連携に努めます。 

 

（利用料） 

第 9 条 事業のサービスに要する費用の額は、「重要事項説明書」の別紙に記載したとおり

です。 

2 利用料に関わるサービス提供にあたって、入居者及びその家族に対して、サービス内容

及び費用について説明し、入居者及びその家族の同意を得るものとします。 

 

（利用料の変更） 

第 10 条 事業者は、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合には、前条

の規定による利用料を変更することができます。 

2 事業者は、前項の規定により利用料を変更する場合は、あらかじめ、入居者またはその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明、同意を得るものと

します。 
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（介護） 

第 11 条 入居者の心身の状況に応じて自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な居

宅サービス事業者の紹介及び相談に応じます。 

2 食事、入浴、機能訓練その他の日常生活上の更衣、排泄、体位交換、シーツ交換等の介

助が必要な方は、原則として、居宅サービス事業者が対応します。従業者又は担当の介

護支援専門員へ相談してください。 

3 ご利用開始後、健康状態の把握及び安定のため、利用者の責任においてできるだけ定期

的に医療機関への受診をしていただきます。介添えが必要な場合には、原則として、居

宅サービス事業者が対応します。従業者又は担当の介護支援専門員へ相談してください。 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第 12 条 入居者の趣味又は嗜好に応じた活動の相談に応じます。 

2 入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、入居者及びそ

の家族が行う事が困難である場合は、その者の同意を得て代行します。 

3 常に入居者及びその家族との連絡を密にし、連携を図るよう努めます。 

 

（定員の遵守） 

第 13 条 入居定員及び居室の定員を超えて入所させてはいけません。 

 

（居室の移動） 

第 14 条 入居者は、原則として、別に定める契約書により締結した居室を使用するものと

します。ただし、適切にサービスを受けることが困難な場合であって、次の各号に定め

る場合には、利用していない居室がある場合に限り、入居者の希望により居室を移動す

る事ができます。 

一 日照、採光などの環境が、より適切なサービス提供をする合理的理由があるとき。 

二 現に利用している居室の整備等が、より適切なサービス提供をする上で著しい支障

があるとき 

三 より適切なサービス提供をする上で、他の入居者との関係が日常生活を送る上で著

しい支障があるとき。 

四 その他既に利用している居室がより適切なサービス提供をするため、入居者の日常

生活上に著しい支障があるとき。 

2 事業者は、居宅サービス事業の提供に著しい支障があると認める時は、事業者の管理者

は、入居者の同意を得て居室を移動させることができます。 

（居室の移動の手続き） 

第 15 条 前条第 1 項に規定する居室の移動を希望する入居者は、その理由を付した書面に

より管理者へ提出しなければなりません。 
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2 事業者の管理者は、前項の書面を受理したときは、その理由その他居宅サービス事業の

適切な運営を総合的に勘案し、その適否を入居者に書面をもって通知します。 

3 前条第 2 項の規定により、事業者が入居者の居室を移動させる場合は、その理由を付し

た書面を交付し、入居者の同意を得なければなりません。 

 

（居室の移動にかかわる費用負担） 

第 16 条 前条第 2 項の規定により居室の移動をした入居者は、移動する前に使用していた

居室を入居前の原状に復しなければなりません。 

2 前項に規定する原状に復する費用は入居者の負担とします。 

 

（記録と整理） 

第 17 条 事業者は、職員、設備及び会計に関する次の各号に掲げる諸記録を整備します。 

一 居宅サービス事業者等から報告に係る内容の記録。 

二 居宅サービス事業者の業務の実施状況に関する記録。 

三 市町村への通知に関する事項の記録。 

四 苦情の内容等の記録。 

五 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録。 

六 提供した具体的なサービスの内容等の記録。 

七 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録。 

2 入居者に関する記録について、退所時に希望があれば入居期間中の記録の写しを交付し

ます。 

 

（喫煙） 

第 18 条 喫煙は、屋外の所定の場所に限り、それ以外の場所は居室内を含み禁煙に協力し

ていただきます。 

 

（飲酒） 

第 19 条 飲酒は、事業者内の所定の場所及び時間に限り、それ以外の場所及び時間は居室

内を含み禁酒を協力していただきます。 

 

（衛生保持） 

第 20 条 入居者は、事業者の清潔、整頓、その他の環境衛生の保持のために事業者に協力

していただきます。 
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（禁止行為） 

第 21 条 入居者は、事業者で次の行為をしてはなりません。 

一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵

すこと。 

二 喧嘩、口論、泥酔などで他の入居者等に迷惑を及ぼすこと。 

三 事業者の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

四 指定した場所以外で火気を用いること。 

五 故意に事業者もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 

 

（入居者に関する市町村への通知） 

第 22条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその

旨を市町村に通知します。 

一 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の

程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。 

 

（緊急時の対応） 

第 23条 事業者は、入居者の心身状況に急変が生じた場合その他緊急の事態が生じた場合

には、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡するとともに、できるだけ速やかにその

家族に連絡するなど必要な措置を講じます。 

 

（事故発生時の対応） 

第 24条 事業者は、入居者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、前条の

規定に沿って対応するとともに、市町村等関係機関に連絡します。 

 

（非常災害対策） 

第 25条 事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、防災及び非難に関する計画を作成

し、従業者に周知するとともに、当該計画に従って、年 1 回以上の避難訓練その他必要

な訓練等を行います。 

 

（協力医療機関） 

第 28条 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めております。 

2 サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のために病院との連携及び支

援体制を整えます。 
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（利益供与の禁止） 

第 29条 居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業者またはそれらの従業者に対し、当事

業者を紹介することの代償として金品その他財産上の利益を収受しません。 

 

（サービス提供拒否の禁止） 

第 30条 正当な理由なく事業のサービス提供を拒んではなりません。 

 

（掲示） 

第 31条 施設内の見やすい場所に、管理規定の概要、職員の勤務体制、協力医療機関、利

用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示します。 

 

（個人情報の保護） 

第 32条 事業者の職員は、正当な理由なく業務上知りえた入居者又はその家族の秘密を漏

らしません。 

2 退職者等が、正当な理由がなく業務上知りえた入居者又はその家族の秘密を漏らさぬよ

う、必要な措置を講じます。 

 

（苦情処理） 

第 33条 事業者は、サービスに関する入居者及びその家族からの苦情を迅速かつ適切に対

応するため、苦情受付窓口を設置しています。 

 

2 前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録します。 

 

（地域との連携） 

第 34条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域と

の交流に努めます。 

 

（身体拘束及び虐待） 

第 35条 事業者は、入居者の生命または身体を保護するため、切迫性・非代替性・一時性

の３つの要件のすべてを満たし緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行

動を制限する行為を行いません。 

 

2 前項の緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その様態及び時間、入居者の心身状況、

緊急やむを得なかった理由を記録し、要求がある場合及び、行政機関の指示がある場合に

は開示します。 
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3 事業者は、身体拘束・虐待防止のために、次の取り組みをしています。 

 一 身体拘束に係る指針の整備 

 二 年２回以上の研修の実施 

 三 身体拘束適正化委員会の設置 

 四 虐待防止に係る指針の整備 

 五 年２回以上の研修の実施 

 六 虐待防止措置委員会の設置 

※虐待防止、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を年２回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

介護職員への教育、研修は年間研修計画に基づき実施する。 

（その他） 

第 36条 この規定に定める事項のほか、管理運営に関する重要事項は拓興業株式会社と施

設との協議に基づいて定めるものとします。 

 

附則 この規定は、令和元年 11月 22日から施行します。 

   この規定は、令和 5 年 8 月 1 日から一部改正し施行す。 

   この規定は、令和 6 年 4 月 1 日から一部改正し施行する。 


